
別添３  

 

医療法第 70条の３第１項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 

 

１ 医療連携推進業務を主たる目的としていること（事業比率 50％超）（第１号） 

事業比率の見込み 100％ 

 （記載上の注意事項） 

○ 事業比率の算出式は以下のとおりであるが、本申請時には事業計画書や予算書等を用いて見込みと

して算出したものを上記に記載すること。 

  純資産増減計算内訳表 

 ① 医療連携推進業務会計の経常費用計 

② その他業務会計の経常費用計 

③ 法人会計の経常費用計 

事業比率 ＝ ①／（①＋②＋③） 

 

２ 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること（第２号） 

（経理的基礎） 

・財務基盤の明確化について 

    設立初年度は,社員からの基金拠出にて運転資金を確保し，当該年度に掛かる経費

は，定款第 10条により社員が負担する。 

 

  ・経理処理・財産管理の適正性について 

   定款 42条で規定する,諸帳簿を備え付け，定款第 26条第 3項に規定により,代表理

事が 3か月に 1回以上自己の職務執行状況報告時に,経理処理状況等の報告を行い,適

切な管理を行う。 

（技術的能力） 

 ・業務実施のための技術、専門的人材や設備等の能力の確保について 

   医療圏域内の基幹病院長等が理事を務め，適切な判断で医療連携推進業務を調整，運

営できる体制を確保している。 

  （記載上の注意事項） 

○ 「財務基盤の明確化」については、財務状態や今後の財務の見通しについて記載すること。 

○ 「経理処理・財産管理の適正性」については、財産の管理・運用に関する役員の適切な関与状況や、

開示情報や監督庁への提出資料の基礎として必要な会計帳簿の備え付けについて、記載すること。 



３ 社員等に対し特別の利益を与えないこと（第３号） 

区   分 社員等に対する利益供与の内容 特別の利益の有無 

施設の利用 該当無し 有 ・ 無 

金銭の貸付け 該当無し 有 ・ 無 

資産の譲渡 該当無し 有 ・ 無 

給与の支給 該当無し 有 ・ 無 

その他財産の
運用及び事業
の運営 

一般社団法人三次地区医師会事務所を無償で貸借 
 

有 ・ 無 

 （記載上の注意事項） 

○ 「社員等に対する利益供与の内容」欄には、次表の「経理等に関する明細表」の記載内容に基づき、

次のように記載すること。 

① 「施設の利用」欄 

社員等（医療法施行令第５条の 15の２に規定する者をいう。以下同じ。）が当該一般社団法人の

施設を利用している場合に、その利用状況の内容を記載すること。 

② 「金銭の貸付け」欄 

当該一般社団法人が社員等に金銭を貸し付けている場合に、その貸付けの内容を記載すること。 

③ 「資産の譲渡」欄 

当該一般社団法人が社員等に資産を譲渡した場合に、その譲渡の内容を記載すること。 

④ 「給与の支給」欄 

当該一般社団法人が社員等に対して支給している給与について、その支給内容を記載すること。 

⑤ 「その他財産の運用及び事業の運営」欄 

当該一般社団法人について、社員等からの借用物件、借入金及び譲受資産等がある場合に、その

取引の内容について記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （経理等に関する明細表） 

① 社員等の施設の利用明細 

区  分 
社員等の氏名 

又は名称 
特殊の関係 内   容 利用年月日 利用料金 

施設の貸与 

     

     

     

そ の 他 

     

     

     

 

② 社員等に対する貸付金の明細 

貸付先の氏名又は名称 貸付金現在高 貸付当初の元本 貸付当初の年月日 

    

利率 年間の受取利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 

③ 社員等に対する譲渡資産の明細 

譲渡先の氏名又は名称 譲渡資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

    

譲渡年月日 譲渡価額 特殊の関係 備考 

    

 

④ 当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細 

氏  名 職務内容 就職年月日 
常勤又は 

非常勤の別 

当該一般社団法人 

との関係 

給与の支給 

の 有 無 

中西敏夫 理事職務 平成 29年 3月 3日 非常勤 代表理事 有 ・ 無 

安信祐治 理事職務 平成 29年 3月 3日 非常勤 理事 有 ・ 無 

郷力和明 理事職務 平成 29年 3月 21日 非常勤 理事 有 ・ 無 

中島浩一郎 理事職務 平成 30年 1月 25日 非常勤 理事 有 ・ 無 

永澤 昌 理事職務 令和元年 6月 26日 非常勤 理事 有 ・ 無 

中村啓子 監事職務 令和 5年 6月 29日 非常勤 監事 有 ・ 無 

奈良浩之 事務局長 平成 29年 3月 3日 常勤 職員 有 ・ 無 

山崎硬治 事務局 平成 29年 3月 3日 常勤 職員 有 ・ 無 

星田昌紀 事務局 平成 29年 3月 3日 常勤 職員 有 ・ 無 

 



 

⑤ 社員等からの借用物件の明細 

貸主の氏名又は名

称 
物件名 地目、構造、規格等 面積数量 用途 

一般社団法人三次

地区医師会 

一般社団法人三次地

区医師会事務所 
鉄骨造 44.00㎡ 事務所 

借用年月日 借用期間 賃借料 特殊の関係 備考 

平成 31年 3月 3日 
平成 33年 3月 31日 

（2年自動更新） 
無償 参加法人 

権利金,敷金支払無

し 

 

 

⑥ 社員等からの借入金の明細 

債権者の氏名又は名称 借入金現在高 借入当初の元本 借入当初の年月日 

    

利率 年間の支払利息額 担保の種類及び数量 特殊の関係 

    

 

 

⑦ 社員等からの譲受資産の明細 

譲受先の氏名又は名称 譲受資産の種類 地目、構造、規格等 面積数量 

    

譲受年月日 譲受価額 特殊の関係 備考 

    

 

 

⑧ その他財産の運用及び事業の運営 

 社員等の氏名又は名称 具  体  的  な  内  容 

  

  

（記載上の注意事項） 

○ 各欄共通 

「社員等」とは、以下の者をいう。（医療法施行令第５条の 15の２） 

（１） 当該一般社団法人の理事、監事又は職員 

（２） 当該一般社団法人の社員又は基金（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 131 条

に規定する基金をいう。）の拠出者 

（３）（１）又は（２）に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 

（４）（１）、（２）又は（３）に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事



情にある者 

（５）（３）又は（４）に掲げる者のほか、（１）又は（２）に掲げる者から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持する者 

（６）（２）に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はそ

の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの（医療法施行規則第 39条の

６） 

○ 「① 社員等の施設の利用明細」 

（１） 申請時における当該一般社団法人の社員等について、次の区分に応じて記載すること。 

 イ  当該一般社団法人の社員等に対して、当該一般社団法人の土地、建物等の物件を賃貸（無

償で使用させている場合を含む。）している場合には、「施設の貸与」欄にその内容を記載

すること。 

 ロ 当該一般社団法人の社員等に対して、上記以外に当該一般社団法人の施設を利用させて

いる場合には、「その他」欄にその内容を記載すること。 

（２）「特殊の関係」欄には、使用者が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。 

（３）「内容」欄には、その施設の利用状況（例えば、社宅として建物を貸与、他の法人の事務室

等）を記載すること。 

（４）「利用年月日」欄には、その施設の利用年月日（例えば、社宅の貸与の場合等には利用期間）

を記載すること。 

○ 「② 社員等に対する貸付金の明細」 

（１）  社員等に対する貸付金がある場合に記載すること。 

（２） この表は、貸付先ごとに記載すること。 

（３） 貸付金現在高は、直近に終了した会計年度の末日現在の金額を記載すること。 

（４）  貸付当初の元本は、貸換えにより継続しているものについては当初の金額を記載すること。 

（５） 「特殊の関係」欄には、貸付の相手方が代表理事であれば「代表理事」と、職員であれば「職

員」等と記載すること。 

○ 「③ 社員等に対する譲渡資産の明細」 

 （１） 直近に終了した３会計年度において、社員等（譲渡時に当該一般社団法人の社員等であった

者を含む。）に対して、当該一般社団法人の土地、建物等の主要な資産の譲渡がある場合に記

載すること。 

  （２） 「特殊の関係」欄には、譲渡先が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。 

○ 「④ 当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細」 

     （１） 申請時の従業員等（当該一般社団法人の理事、監事又は職員をいう。）について記載するこ

と。 

        （２） 「職務内容」欄には、担当している現在の職務内容（例えば、事務長等）を記載すること。 

        （３） 「当該一般社団法人との関係」欄には、例えば、その者が代表理事であれば「代表理事」

と、職員であれば「職員」等と記載すること。 

○ 「⑤ 社員等からの借用物件の明細」 

        （１） 直近に終了した会計年度の末日現在において、社員等から土地、建物等の物件を賃借（無



償で使用している場合を含む。）している場合に記載すること。 

        （２） 「特殊の関係」欄には、貸主が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代表

理事」等と記載すること。 

        （３） 「備考」欄には、賃借に際し、権利金、敷金の支払の有無及びその支払金額を記載するこ

と。 

○ 「⑥ 社員等からの借入金の明細」 

（１） 社員等からの借入金がある場合に記載すること。 

（２） この表は、債権者ごとに記載すること。 

（３） 借入金現在高は、直近に終了した会計年度の末日現在の金額を記載すること。 

（４） 借入当初の元本は、借換えにより継続しているものについては、当初の金額を記載するこ

と。 

（５）「特殊の関係」欄には、債権者が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。 

○ 「⑦ 社員等からの譲受資産の明細」 

（１） 直近に終了した３会計年度において、社員等（譲渡時に社員等であった者を含む。）から、

当該一般社団法人に対して土地、建物等の主要な資産の譲受がある場合に記載すること。 

（２）「特殊の関係」欄には、譲受の相手方が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれ

ば「代表理事」等記載すること。 

○ 「⑧ その他財産の運用及び事業の運営」 

  申請時において、上記以外に財産の運用及び事業の運営に関し、社員等が利益を受けている場合

に、その内容を記載すること。 

 

４ 参加法人の構成等（第８号、第 11号） 

 法人名等 医療機関名等 議決権数 

病院、診療所又は介

護老人保健施設を開

設する参加法人 

三次市 市立三次中央病院 ①   １ 

庄原市 庄原市立西城市民病院 ②   １ 

一般社団法人三次

地区医師会 
三次地区医療センター ③   １ 

日本赤十字社 庄原赤十字病院 ④   １ 

介護施設等を開設す

る参加法人 

  ⑤  

  ⑥  

その他の社員   ⑦  

その他の社員   ⑧  

総 議 決 権 数 （①～⑧の合計） ⑨   ４ 

参加法人の議決権の構成割合（第８号） （①＋②＋③＋④）＞（⑤＋⑥） 



参加法人の議決権の構成割合（第 11号）    〔（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）／⑨〕＞０．５ 

 

 ５ 各役員の親族等の割合が役員総数の３分の１を超えないこと（第 13号ロ） 

 総 数 ① 
最も人数の多い 

親族等のグループの人数② 

親族等の割合 

②／① 

理 事 ５人 

０人 ０％ 

監 事 １人 

 （記載上の注意事項） 

  ○  ②の人数は、以下の者の合計とすること。 

   （１）当該役員、配偶者及び三親等以内の親族 

   （２）当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

      （３）当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を 

維持しているもの 

（４）（２）又は（３）に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

 


